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エコツーリズム推進法第11条に基づくエコツーリズム推進協議会の活動状況報告令和７年の活動状況

メール

西原 彰浩

所属

担当者

電話番号 0980-83-1306

WEBサイト ※QRコードも可

SNS（Facebook、Twitter、Instagramなど） ※QRコードも可氏名

協議会名称

竹富町西表島エコツーリズム推進協議会
https://iriomote-ecotourism.jp/

sizenkanko@town.taketomi.okinawa.jp 

竹富町 自然観光課
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※以下の行為を目的とする立入りは、事前承認申請が不要となる
• 大学その他の学術研究機関による学術研究行為（事前の届出が必要）
• 竹富町立学校が行う教育活動（事前の届出が必要）
• 竹富町民による余暇活動、狩猟行為等を目的とした立入り 等

• 令和７年３月１日より、西表島の５つのフィールドにおいて、エコツー
リズム推進法に基づく特定自然観光資源制度の運用を開始している。

• 立入りにあっては、原則として、竹富町長からの事前承認が必要となる。

西表島の５つの特定自然観光資源
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• 申請～手数料決済～立入承認証交付～入域管理を電子上で一元化できるシステムとして、
「西表島観光案内人統合システム」を整備している。

• 特定自然観光資源内への歩道入口12か所及び駐車場等の入域拠点５か所に、標識を整備。
• 立入制限区域が存在することの注意喚起のみならず、西表島観光案内人統合システムと

連動させた入域状況管理を実施。

西表島 観光案内人統合システムの整備

フィールド ヒナイ川 西田川 古見岳 浦内川源流域 テドウ山

累計立入人数 18,909 1,825 99 315 46

※数値は令和７年９月７日時点
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・竹富町観光案内人条例では、特定自然観光資源を案内する知識及び技能を持った
ガイドを、「登録引率ガイド」と位置付け。

・登録引率ガイド養成のため、知識及び技能を測る試験を実施。
・試験の合否を審査基準として、竹富町観光案内人条例に基づき「登録引率ガイ
ド」「登録引率事業者」としての認可を実施。

西表島における登録引率ガイド養成に関する事業

竹富町観光案内人
105事業者、ガイド274名

登録引率事業者
49事業者
ガイド93名

試験区分

筆記

口述

陸域アクティビティ

水域アクティビティ（カヌー・
カヤック）

水域アクティビティ（SUP）

※年２回の開催
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〇推進協議会の開催
全体構想等の検討に必要な意見聴取及び合

意形成並びにその他必要な事項に関する
議論を行うことを目的として、協議会の開催。

〇WG等の開催
全体構想の検討にあたっては、実際に自

然観光事業に従事している観光案内人との
調整が必要不可欠である。意見聴取及び合
意形成並びその他必要な事項に関する議論
を行うことを目的として、西表島内におい
てWG等を開催。

西表島エコツーリズム推進全体構想の運用等に関する事業
・竹富町において全体構想と竹富町観光案内人条例により、自然体験フィールドに係る
観光管理の枠組みが整備されたが、持続的な運用を図るため、全体構想の見直しに係る
検討を進めている。
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